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３．これまでの主な取組と現況 

①知的財産の創出・管理・活用の体制整備 

(1) ポリシー、規程の整備 

 京都大学知的財産ポリシー、同発明規程を平

成16年に策定し、平成19年６月28日に改訂した。

改訂のねらいは同年３月29日改訂の京都大学産

官学連携ポリシーとの整合性を確保し、より柔

軟かつ迅速で一貫性のある運営のもとに知的財

産の社会還元を図ることにある。 

(2) 知的財産の創出 

 知的財産本部の設置後、学内の知的財産創出

は活発化するとともに、承継の基準を明確にし

活用を前提として厳選する方針としている。そ

の結果、平成19年度は225件の国内出願および 

185件の国際出願となる見込みである。 

(3) 知的財産の管理 

学内外の知財専門家等からなる発明評価委員

会を設け、職務発明について知財活用の観点か

ら承継可否の判断を行っている。案件は発明ご

とに紙資料と電子媒体で管理している。平成19

年度からは出願案件の質的向上と、それによる

効率確保に運用方針を転換した。 

(4) 知的財産の活用 

 産官学連携センター自身による活動の他、

(株)関西TLO、(社)芝蘭会等の技術移転機関と提

携して活用を図ってきた。その結果、下図の通

り知財収入が上昇基調にある。 

平成19年度後半以降、連携強化、業務効率化の

観点から(株)関西ＴＬＯへの業務委託を進めて

いる。個人発明については同社に評価を外注し、

有望案件について強力なセールスを行う。 

 

②利益相反マネジメントの体制 

 平成19年２月26日に京都大学利益相反ポリ

シーを策定し、学内外に公開している。また、

規程も整備し利益相反の可能性のある事項を

審議する「利益相反審査委員会｣ を設置し、教

職員および同委員会に専門的見地から助言す

る「利益相反アドバイザー｣ を配置している。

また、医学研究に係る利益相反マネジメントポ

リシーも別途策定している。 

 

③秘密保持体制の整備 

 産官学連携センターにおいては秘密情報、秘

密文書（電子媒体を含む）を特定し、管理して

いる。機密情報は一般情報と分け、不使用時に

は保存キャビネットに厳重保管する。また機密

資料管理責任者を任命し、手順をマニュアル化

している。 

 研究者から海外機関への提供申請のあった

技術情報、研究マテリアル等については取引の

相手機関の信用力、信頼性および経営状況を調

査し、取引相手としての適切性を判断している。 

 

④産学連携関連の紛争への対応 

 弁護士経験のある常勤の若手事務職員が契約

法務にあたるとともに、これに知的財産に詳し

い弁護士（産官学連携センター顧問）からの協

力を得て難解な案件への対応を行っている。さ

らに必要に応じ、弁護士・弁理士等の外部法律

専門家をリストアップして、事態に備えている。 

 海外への特許ライセンスにおいては顧客審

査を慎重に行い、当該企業の信用性、信頼性、 

経営状態も調査し、弁護士とも相談しながら契

約を進めている。 

 

⑤その他特筆すべき取り組み 

iPS細胞研究をめぐる国際特許戦略は国家的

要請である。京都大学では、これに対応する専

属の組織として産官学連携センターにiPS細胞

研究知財支援特別分野を設置し、支援人材の増

強を図るとともに、アドバイザリー委員会を設

置して強い特許の確保を目指し鋭意活動を行

っている。 

 

⑥輸出入管理規制対応などの国際連携関係の体制 

整備 

 学内研究者から海外機関に研究マテリアル等

の提供を行いたい旨の相談があった場合、産官

学連携センターで適宜経済産業省の担当窓口に

相談し、是非の判断を行っている。またホーム

ページ、通知等により教職員の法令遵守の意識

向上に努めている。 
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４．産学官連携戦略 

○総括 

京都大学は10学部、11研究科のほか、30有余

の研究所、センター等から構成され、研究の質

量において国際的にも高い評価を得ているわが

国有数の研究大学である。伝統的に自由の学風

が重視され、多数のノーベル賞受賞者も輩出し

ているが、大学に対する社会の要請、学術研究

に対する社会的支援のあり方が変容する現在、

将来の発展のためには不断の改革が必須である。

もとより京都大学は「世界的に卓越した知の創

造を行うとともに、世界に開かれた大学として、

地域との連携・国際交流を深め、自由と調和に

基づく知を社会に伝え、地球社会の調和ある共

存に貢献する」ことを基本理念に掲げているが、

大学が教育、研究に加えて研究成果を普及する

新たな社会貢献を求められていることに鑑み、

その一環として産官学連携活動を推進している。 

 

①｢産学官連携戦略｣に関すること 

京都大学は学問の源流を支える基礎研究を

重視し、世界最高水準の研究拠点としての機能

を高め、産官学連携研究を通してイノベーショ

ンの創出と社会貢献を積極的に推進する。 

 そのため柔軟、迅速で一貫性のある運営によ

り産官学共同研究、技術移転などを積極的に推

進し、真の知的創造サイクルの形成・活性化を

図る。研究から生まれる知的財産の大学への継

承は、知的財産としての質や活用面の将来展望、

学問分野の特性を十分考慮して判断する。権利

化はそれによる共同研究の促進を重視し、企業、

ＴＬＯおよび学外支援機関等とも連携しつつ

効果的、効率的に実施する。技術シーズのイン

キュベーションや創造性・起業精神に富む人材

の育成についても、地域や国、自治体などとの

連携のもと、効果的に推進する。 

 海外企業との共同研究の推進、海外特許の戦

略的展開といった国際的な取り組みは十分とは

言えず、今後の重要課題として取り組む。 

 

②戦略達成のための｢マネジメント｣に関すること 

上記戦略のもとに産官学連携を推進するため、

運営資金（人件費、出願費を含む総額）として

年間４～５億円を今後も維持したいと考えてい

る。資金源としては共同研究に伴う間接費(10%）

および増収が見込めるライセンス収入を主とし

て想定するが、今後の国際展開を図る上で従来

以上に更なる経費が必要であり、今後も文部科

学省の支援、ＪＳＴによる海外特許出願支援は

きわめて重要である。一方で個人発明の評価や

セールスにおける(株)関西ＴＬＯの積極的活用

など効率化も進め、より高度な産官学連携、知

財管理を実現する。 

 なお、本学は多岐に渡る研究分野を３キャン

パスに展開しており、産官学連携の業務効率化、

意志決定の迅速化の観点から理工農、メディカ

ルバイオ、コンテンツの各分野拠点を設けてい

る。今後は役割分担を調整しつつ、センター内

連携による質的高度化を図る。 

 

③戦略達成のためにあるべき｢体制｣に関すること 

京都大学は産官学連携の新しい展開にあた

って従来組織を発展的に改組し、透明性の確保

と一元化を図った。平成19年７月に産官学連携

本部および産官学連携センターを設置し、本部

が本学の産官学連携全体を統括し、そのもとで

センターが具体的な運用にあたる。センターに

は産官学連携推進室、知的財産室、ベンチャー

支援開発室を置き、所要の活動を展開している。

また、研究推進部産官学連携課が本部の事務局

として機能している。 

 センター産官学連携推進室では専任教員の

マネジメントのもと、高度の専門性を有する国

際業務経験、あるいは技術移転やベンチャー育

成活動の経験のある民間企業出身者（特任教授

への任命を予定）と共同で業務を行う。知的財

産室でも教員によるマネジメントのもと、各分

野拠点に配属された研究員や法務、契約、特許

業務経験のある民間企業出身者（特任教授への

任命を予定）と共同で業務を実施する。またベ

ンチャー支援開発室では、京大ベンチャーファ

ンド（平成19年8月設立）のほか、学内関連組

織との連携のもと業務を行う。事務組織の産官

学連携課では弁護士経験を有する若手職員を

国際産官学連携に対応可能な人材として育成

を図っており、京都大学国際交流推進機構とも

協力して、大学全体の国際的な連携を推進する。 

 上述の通り大学保有特許の取得、管理、活用

においては関西ＴＬＯと連携強化を進めてお

り、その成果を見ながら今後の活用展開を図る。 
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５．事業計画〔国際的な産官学連携活動の推進〕 

①「目標」に関すること 

 京都大学は国際産官学連携活動を通じ、人的

交流による相互理解の醸成や異文化・異分野と

の融合による研究活動の新たな展開、それに伴

う教育の活性化、国際的な人材育成を推進する。

また本活動を通じ、より高いレベルの知と社会

的価値を創造し、その結果の還元により地球社

会への貢献を推進する。京都大学は既に上記方

針を含む「国際産官学連携ポリシー」を制定し

ており、同ポリシーに即して、海外大学および

企業との共同研究等の促進、海外特許の戦略的

確保と技術移転を推進する（数値目標は別紙）。 

 

②目標達成のための「戦略・マネジメント」に 

関すること 

 京都大学の国際産官学連携の当面の戦略は、

費用対効果やリスク回避も含め、欧米亜の有力

大学等との提携を基軸に、各大学等の産学連携

に参画していく国際大学間連携を基にした産官

学連携を目指すものであり、官公庁等の支援の

もと各大学等の互恵を前提に企業との提携構築

を図っていくこととする。 

この観点から既に欧州ではオックスフォード

大学(英)、エアランゲン大学(独)、パリ大学(仏)

他十数大学等を訪問交渉しており、米国では大

学、同窓会、専門家等とのネットワークの構築

を図っている。また清華大学（中国）とは平成 

16年から相互に駐在員を交換等連携している。 

 次の段階としては先方大学等とのネットワー

クの確立を図りつつ外国企業と直接提携し、京

都大学として国際的な産官学連携を自立的に実

現することである。そのためには京都大学を中

心とする「産官学連携クラスター」を構築し、

そこへの海外大学、海外企業の参画を促す。 

 外国特許の出願は基本特許たりうる発明を中

心とする。また、外国企業との共同研究契約等

を一元的に管理・支援する体制を構築する。契

約遵守の重要性も教職員に徹底し、秘密保持や

外国為替管理法を含む法令の遵守を図る。 

 グローバルＣＯＥ等の大型プロジェクトを通

じて得られた発明については、実際的な視点に

立ってプロジェクトごとに柔軟に対応する。 

iPS細胞等知財の国際展開の経験を踏まえ、広く

産官学連携の国際特許戦略の構築を図る。また、 

自己点検・評価についても適時適切に実施する。 

 

③目標達成のために必要な「活動の特色」に関 

すること 

 国際的人材の育成は、従来の知財本部事業で

育った人材の特に優秀な層の力量向上を基本と

する。そのため事例調査・研究や専門家との接

触、外部セミナー等を通して理論的知見の獲得

とOJTを図り、専門家からのフィードバックも得

て高次の見識を獲得させる。ＡＵＴＭ派遣、海

外大学、企業訪問等による研修も実施する。ま

た、必要に応じて法務・契約、特許管理、技術

移転等に経験のある民間企業人材を雇用し、適

宜人材交代も実施する。海外出願向けに基本特

許を選別できる目利き能力を特に重視する。 

 情報発信機能の強化としては各種ポリシー、

規程等の英文化を推進するとともに、研究シー

ズ情報を収集して大学のホームページ等に掲載

し、海外向けに発信する体制を整備する。 

 

④目標達成のための「体制」に関すること 

 国際法務・契約機能の強化のため、産官学連

携センターに「国際・法務室」を新たに設置す

る。同室では国際関連業務の集約を図り、交渉、

契約、リスク回避等のマネジメント強化を図る。

また国際法務を専門とする弁護士等と顧問契約

を結んで適宜活用する。 

 産官学連携センターでは既に機能別、分野別、

キャンパス別に産官学連携体制を構築し、産官

学連携の専任教員を機能単位毎のリーダーとし

て統括している。今後はより適任な人材の確保

を通じ機能強化を図る。また、京都大学国際交

流推進機構と連携し、産官学連携を通じて大学

全体の国際交流の高度化に向け体制を強化する。 

 

⑤国際的な産学官連携活動についての事業期間 

終了後の「将来像｣ に関すること 

 期間中に確保、教育した人材、構築された海

外拠点、海外ネットワークは支援終了後も継続

して活用し、大学および産官学連携の国際化に

寄与する。終了後の運営資金の確保も重要課題

であり、本事業の推進と並行して検討する。 

 期間中に構築された研究ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ、研究サポ

ートの体制、付随するノウハウは、大学の貴重

な財産として期間終了後も維持、発展させる。
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６．事業計画の年度別計画 

〔事業内容〕 

 年度  事業内容 

 平成２０年度 

  

  

  

  

  

  

  

 ①目標 

平成22年度を目標年度として海外５大学程度に機能拠点を設け、また当該大学等の展開する産

学連携に京都大学が参画できるようにする（以下「学学産連携」という）。平成20年度はその本

格的着手年度とするための所要の基盤固めを行う。また海外TLO等の活用についても検討する。

 ②事業内容 

 ・海外大学等に１～２拠点設けて、これを中心に現地で「学学産連携」を準備する。 

 ・翌年度以降の拠点設置のための海外調査を実施する。 

 ・iPS細胞等知財の国際展開の経験を踏まえ、広く産官学連携の国際特許戦略の構築を図る。 

 平成２１年度 

  

  

  

  

  

  

  

 

 ①目標 

 平成22年度を目標年度として海外５大学程度に機能拠点を設け、また当該大学等の展開する

産学連携に京都大学が参画できるようにする。平成21年度は拠点数をほぼ完成させるとともに

各拠点の機能水準を目標年度に近づける。 

 ②事業内容 

 ・海外大学等に累計４～５拠点設け、少なくとも１拠点で「学学産連携」を開始。 

 ・各拠点で翌年度以降の「学学産連携」を準備する。 

 ・iPS細胞研究等の重要な国際特許を系統的に出願し、それを軸に国際産官学連携を推進。 

 平成２２年度 

  

  

  

  

  

  

  

 ①目標 

本年度までに海外５大学程度に機能拠点を設け、また当該大学等の展開する産学連携に京都

大学が参画できるようにする。海外企業との直接提携も開始する。平成24年度を目標年度とし

て構築する京都大学を中心とした国際的な「産官学連携クラスター」の基盤づくりを行う。 

 ②事業内容 

・各拠点で「学学産連携」を高い水準で実施し、海外企業との直接提携も数件実施。 

・京都大学を中心とした「産官学連携クラスター」への海外大学、企業の参加を準備する。 

・iPS細胞研究等の重要な国際特許を系統的に出願し、それを軸に国際産官学連携を推進。 

 平成２３年度 

  

  

  

  

  

  

  

 ①目標 

海外拠点の機能を向上させ、「学学産連携」や海外企業との直接提携を高い水準で実施する。

また平成24年度を目標年度として構築する京都大学を中心とした「産官学連携クラスター」へ

の海外大学、企業の参加を促進する。 

 ②事業内容 

・海外各拠点で「学学産連携」を高い水準で実施し、海外企業との直接提携を増加。 

・京都大学を中心とした「産官学連携クラスター」への海外大学、企業の参加を数件実現。 

・iPS細胞研究等の重要な国際特許を系統的に出願し、それを軸に国際産官学連携を推進。 

 平成２４年度 

  

  

  

  

  

  

  

 ①目標 

海外拠点の機能を向上させ、「学学産連携」や海外企業との直接提携を高い水準で実施する。

また本年度を目標として京都大学を中心とした「産官学連携クラスター」を構築し、そこへの

海外大学、企業の参加が自律的、持続的に進行している状態を構築する。 

 ②事業内容 

・海外各拠点で「学学産連携」を高い水準で実施し、海外企業多数との直接提携を推進。 

・京都大学「産官学連携クラスター」に海外大学、企業が参加する国際産官学連携を実現。 

・iPS細胞研究等の重要な国際特許を系統的に出願し、それを軸に国際産官学連携を推進。 
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６．事業計画の年度別計画 

〔数値目標〕 

①発明状況 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度  

 発明届出件数 ３８０件 ３９０件 ４００件 ４００件 ４００件

    ②特許取得及び管理状況                                                       

特許権（国内） ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

出願件数 ２００件 １８０件 １７０件 １６０件 １５０件

登録(権利化)件数 ２０件 ２０件 ２１件 ２１件 ２２件

 

保有件数 １００件 ８０件 ６０件 ５０件 ５０件

    ③特許権（国内）のライセンス等収入 

実施許諾・譲渡 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

件数 ４０件 ５０件 ６０件 ７０件 ８０件

件数（ＴＬＯ経由） ３０件 ４０件 ５０件 ６０件 ７０件

収入額 30,000千円 40,000千円 50,000千円 60,000千円 70,000千円

 

 

 

収入額（ＴＬＯ経由） 20,000千円 30,000千円 40,000千円 50,000千円 60,000千円

    ④共同研究（国内）受入実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

受入件数 800件 850件 900件 950件 1000件

 

 

受入額 4,000,000千

円

4,200,000千

円

4,400,000千

円

4,600,000千

円 

5,000,000千

円

    ⑤受託研究（国内）受入実績 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

受入件数 800件 850件 900件 950件 1000件

 

 

受入額 12,500,000千

円

13,000,000千

円

13,500,000千

円

14,000,000千

円 

15,000,000千

円

    ⑥その他特色ある知的財産活動 

 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 

外国企業との共同

研究件数/金額 

外国企業との受託

研究件数/金額 

外国企業への 

ﾗｲｾﾝｽ件数/金額 

５件

20,000千円

５件

20,000千円

10件

20,000千円

８件

50,000千円

８件

50,000千円

12件

25,000千円

10件

100,000千円

10件

100,000千円

15件

30,000千円

12件 

150,000千円 

12件 

150,000千円 

18件 

40,000千円 

15件

200,000千円

15件

200,000千円

20件

50,000千円

研究成果有体物関

係収入 

 

15,000千円

 

16,000千円

 

17,000千円

 

18,000千円 

 

20,000千円

     

 

著作物（プログラ

ム等）収入 

 

  12,000千円

 

  13,000千円

 

  14,000千円

 

  15,000千円 

 

  16,000千円
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７．資金等計画 

①総表                                    （単位：百万円） 

 

②その他（産学官連携人材の派遣・配置）                     （単位：人） 

 

 

 19年度（実績） 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

大学等の総予算 130,000 131,000 132,000 133,000 134,000 135,000

産学官連携戦略全体金額 447 445 460 485 505 525

産学官連携経費割合 0.3％ 0.3％ 0.3％ 0.4％ 0.4％ 0.4％

事業計画分 184 100 100 100 100 100

補助・支援事業 

JST「特許出願支援制度」 
73 95 80 75 70 65

間接経費等 190 240 260 280 300 320

実施料等収入 0 10 20 30 35 40

その他 0 0 0 0 0 0

計 190 250 280 310 335 360

(うち国内出願等経費) 32 32 33 33 34 34

(うち外国出願等経費) 57 58 59 60 61 62

自
己
負
担
分
（
財
源
） 

負担割合 42.5％ 56.2％  60.9％ 63.9％  66.3％  68.6％

 19年度（実績） 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 

人材の派遣・配置 

・文部科学省 

産学官連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

１ 
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７．資金等計画 

③２０年度事業計画の経費内訳                       （単位：千円） 

 

 

平成２０年度（７月から翌年３月まで。） 

費  目 種  別 委託費の額 備考（消費税対象額を記載）

業務担当職員（国際知財マネー 

ジャ、研究員等） 
    28,274             28,274 

補助者 3,484              3,484 

社会保険料等事業主負担分 3,811              3,811 

謝金（特許戦略アドバイザﾞ、海外

調査活動等） 
16,000       12,000 

人件費 

計 51,569 47,569 

国内旅費 1,000               

外国旅費（海外拠点連携、契約 

交渉等） 
20,000             20,000 

雑役務費（海外技術移転調査、 

翻訳等） 
21,400              2,400 

消耗品費 1,000  

印刷製本費 1,000  

消費税相当額 3,498  

業務実施費 

計 47,898             22,400 

一般管理費 直接経費＊１０％ 9,946  

合計  109,413  
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８．戦略達成のための体制 

〔応募機関の体制図〕 

応募機関における産学官連携組織の責任者 

  氏 名：松本 紘 

  役 職：研究担当理事・副学長／産官学連携本部長 

 

（体制図） 

 

 

総 長

産官学連携本部
本部長：研究担当理事

吉田拠点 教授１名、准教授１名
研究員２名、事務補佐員３名

桂拠点 教授１名、助教１名

研究員１名、事務補佐員１名
宇治拠点 教授２名

研究員１名、事務補佐員１名

研究推進部 産官学連携課
（運営、窓口、情報発信）

京都大学
産官学連携体制図

知的財産室 ベンチャー支援開発室産官学連携推進室

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾊﾞｲｵ
（生命科学）分野 理工農学分野 ｿﾌﾄｳｪｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ分野

研究担当理事

産官学連携センター

室長：教授１名、助教１名

室長:教授１名、准教授１名
※国際知財マネージャ１名（兼）
分野担当研究員13名

教授１名
研究員４名、MTA担当１名、

情報管理１名、事務補佐員１名
産学官連携コーディネータ

センター長

教授１名，准教授１名
研究員１名、事務補佐員１名

＜事務組織＞
専任職員 6名、事務補佐員 5名

副本部長

運営協議会（重要事項審議）

産官学連携推進会議
（諮問委員会）

センター

研究所

研究科

社会・産業界 国家的プロジェクト 他大学・研究所 外国機関・企業

各分野（拠点）:技術移転推進

TLO インキュベーション施設 京大ベンチャーファンド

国際交流
推進機構

◆ベンチャー支援・育成
ノウハウ開発

◆京大ベンチャーファンド
との連携

◆産官学連携の推進、
共同研究コーディネート

◆地域連携

◆知的財産の取得、管理、
活用（特許、マテリアル、
著作物等）

発明評価
ライセンシング委託

京大発ベンチャー育成・支援研究成果の育成・事業化支援

事務室 専任職員 1名
事務補佐員 6名

連携 連携 連携

ＶＢＬ

学内関係組織

連携

iPS知財支援特別分野

国際・法務室

◆国際産学連携・知財戦略
の推進、情報収集・発信
◆ 国際契約・法務統括管理

室長:教授１名
※国際産学連携マネージャ１名
※国際知財マネージャ１名
※国際法務契約マネージャ１名
※研究員11名(兼) コーディネータ３名
文科省産学官連携コーディネータ1名

室長:教授１名、教授１名、准教授１名
※国際産学連携マネージャ１名（兼）
コーディネータ４名

教授１名（兼）、特任教授１名
研究員２名、事務補佐員１名
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９．機関の概要 

 

①本部所在地： 

  京都府京都市左京区吉田本町 

 

②機関の組織の概略： 

 京都大学では、１０の学部ほか、多くの大学院、附置研究所等を擁している。産官学連携につい

ては、昨年７月に研究担当理事を本部長とした全学組織の産官学連携本部を設置し、同時に設置さ

れた産官学連携センターが中心となって全学レベルの産官学連携の推進、知的財産の確保と活用、

ベンチャーの育成・支援等の全学的な支援業務を推進している。

本 部 の 事 務 組 織

環 境 安 全 保 健 機 構
国 際 交 流 推 進 機 構
情 報 環 境 機 構
図 書 館 機 構
産 官 学 連 携 本 部

教育研究施設等

附 属 農 場
附 属 牧 場

高 等 教 育 研 究 開 発 推 進 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
総 合 博 物 館

附置研究所

法 学 部

人 間 ・ 環 境 学 研 究 科

情 報 学 研 究 科

文 学 研 究 科
教 育 学 研 究 科

経 済 学 部

理 学 研 究 科
医 学 研 究 科
薬 学 研 究 科

農 学 研 究 科

法 学 研 究 科
経 済 学 研 究 科

工 学 研 究 科

機　構　等
(6)

経営管理研究部・経営管理教育部

(25)

薬 学 部
工 学 部

東 南 ア ジ ア 研 究 所

農 学 部

地 域 研 究 統 合 情 報 セ ン タ ー

埋 蔵 文 化 財 研 究 セ ン タ ー

(17)

(13)

京  都  大  学

総 合 人 間 学 部
文 学 部
教 育 学 部

ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 科 学 研 究 科
ｱ ｼ ﾞ ｱ ･ ｱ ﾌ ﾘ ｶ 地 域 研 究 研 究 科

ﾌ ｨ ｰ ﾙ ﾄ ﾞ 科 学 教 育 研 究 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

附 属 病 院

学 術 情 報 メ デ ィ ア セ ン タ ー
放 射 線 生 物 研 究 セ ン タ ー

数 理 解 析 研 究 所

ウ イ ル ス 研 究 所

化 学 研 究 所

霊 長 類 研 究 所

環 境 保 全 セ ン タ ー

附 属 図 書 館

ｴ ﾈ ﾙ ｷ ﾞ ｰ 理 工 学 研 究 所
生 存 圏 研 究 所

基 礎 物 理 学 研 究 所

経 済 研 究 所

生命科学系キャリアパス形成ユニット

福 井 謙 一 記 念 研 究 セ ン タ ー
こ こ ろ の 未 来 研 究 セ ン タ ー

次 世 代 開 拓 研 究 ユ ニ ッ ト

保 健 管 理 セ ン タ ー

先 端 医 工 学 研 究 ユ ニ ッ ト

大 学 文 書 館
カ ウ ン セ リ ン グ セ ン タ ー

ナノメディシン融合教育ユニット
生 存 基 盤 科 学 研 究 ユ ニ ッ ト

ア フ リ カ 地 域 研 究 資 料 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

高 等 教 育 研 究 開 発 推 進 機 構

女 性 研 究 者 支 援 セ ン タ ー

大 学 院

人 文 科 学 研 究 所
再 生 医 科 学 研 究 所

(10)
学　　　部

理 学 部
医 学 部

生 命 科 学 研 究 科

公共政策連携研究部・公共政策教育部
地 球 環 境 学 堂 ・ 地 球 環 境 学 舎

産 官 学 連 携 セ ン タ ー

国 際 交 流 セ ン タ ー

低 温 物 質 科 学 研 究 セ ン タ ー

防 災 研 究 所

原 子 炉 実 験 所

放 射 性 同 位 元 素 総 合 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

生 態 学 研 究 セ ン タ ー
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③学部等・教員数： 

教 員 数 
学 部 等 名 

教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 

キャンパス 
の所在地 

文学研究科 56 名 26 名 1 名 8 名  京都府京都市 

教育学研究科 17 名 12 名 8 名  〃 

法学研究科 51 名 14 名 1 名 14 名 4 名 〃 

経済学研究科 21 名 10 名 5 名 1 名  〃 

理学研究科 89 名 76 名 11 名 89 名  〃 

医学研究科 92 名 78 名 61 名 99 名  〃 

医学部附属病院 7 名 20 名 21 名 211 名  〃 

薬学研究科 19 名 25 名 3 名 20 名  〃 

工学研究科 136 名 123 名 26 名 161 名  〃 

農学研究科 66 名 63 名 12 名 82 名  〃 

人間・環境学研究科 75 名 42 名 3 名 20 名  〃 

エネルギー科学研究科 19 名 18 名 13 名  〃 

アジア・アフリカ地域研究研究科 12 名 11 名 4 名  〃 

情報学研究科 41 名 30 名 12 名 43 名  〃 

生命科学研究科 17 名 10 名 4 名 20 名  〃 

地球環境学堂・学舎 18 名 14 名 18 名  〃 

公共政策連携研究部・公共政策教育部 9 名 1 名  〃 

経営管理研究部・経営管理教育部 13 名 7 名 2 名  〃 

化学研究所 27 名 24 名 43 名  京都府宇治市 

人文科学研究所 20 名 19 名 19 名 1 名 京都府京都市 

再生医科学研究所 9 名 12 名 3 名 17 名  〃 

エネルギー理工学研究所 13 名 10 名 11 名  京都府宇治市 

生存圏研究所 15 名 11 名 2 名 10 名  〃 

防災研究所 34 名 31 名 32 名  〃 

次世代開拓研究ユニット  11 名  〃 

生存基盤科学研究ユニット  5 名  〃 

基礎物理学研究所 9 名 9 名 6 名  京都府京都市 

ウイルス研究所 11 名 13 名 1 名 14 名  〃 

経済研究所 17 名 8 名 3 名  〃 

数理解析研究所 10 名 10 名 1 名 14 名  〃 

原子炉実験所 19 名 15 名 1 名 36 名  大阪府泉南郡 

霊長類研究所 10 名 12 名 15 名  愛知県犬山市 

東南アジア研究所 10 名 6 名 6 名  京都府京都市 

学術情報メディアセンター 10 名 8 名 10 名  〃 

放射線生物研究センター 3 名 1 名 3 名  〃 

生態学研究センター 7 名 3 名 1 名  滋賀県大津市 

地域研究統合情報センター 5 名 5 名 3 名  京都府京都市 

放射性同位元素総合センター 1 名 1 名 4 名  〃 

環境保全センター 1 名 2 名 1 名  〃 

国際交流センター 4 名 5 名  〃 

高等教育研究開発推進センター 10 名 3 名 2 名  〃 

総合博物館 3 名 2 名 3 名  〃 

産官学連携センター 5 名 5 名 7 名  〃 

低温物質科学研究センター 4 名 2 名 2 名 1 名 〃 

フィールド科学教育研究センター 4 名 7 名 2 名 8 名  〃 

物質－細胞統合システム拠点 6 名  〃 

福井謙一記念研究センター  2 名  〃 

こころの未来研究センター 4 名 4 名  〃 

保健管理センター 1 名 2 名 3 名  〃 

カウンセリングセンター 2 名 1 名 2 名  〃 

大学文書館  1 名 2 名  〃 

  計 1,032 名 計 814 名 計 172 名 計 1,104 名 計 6 名 計 3,128 名 
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④キャッシュフロー計算書又は資金収支計算書（平成18年度）： 

 （資金収支計算書の様式）                         （単位：円） 

 （単位：円） 

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 金   額 

原材料、商品又はサービスの購入による支出  -38,915,163,302 

人件費支出  -62,945,736,823 

その他の業務支出  -4,006,081,105 

運営費交付金収入 62,228,313,000 

授業料収入 10,981,500,650 

入学金収入 1,654,550,400 

検定料収入 309,552,200 

附属病院収入 24,438,893,367 

受託研究等収入 14,710,656,463 

受託事業等収入 503,358,810 

寄附金収入 3,397,667,011 

補助金等収入 533,672,610 

補助金等の精算による返還金の支出  -847,416 

預り科学研究費補助金等の受払 359,575,701 

承継剰余金の支払  -4,813,527 

その他収入 2,718,996,663 

業務活動によるキャッシュ・フロー 15,964,094,702 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出  -1,011,770,000 

有価証券の償還による収入 1,000,000,000 

有形固定資産の取得による支出  -8,714,994,352 

無形固定資産の取得による支出  -276,229,245 

施設費による収入 6,393,999,956 

定期預金等の取得による支出  -111,000,000,000 

定期預金等の払戻による収入 90,000,000,000 

小計  -23,608,993,641 

利息及び配当金の受取額 165,368,846 

投資活動によるキャッシュ・フロー  -23,443,624,795 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出  -3,637,800,078 

国立大学財務・経営センター借入金の返済による支出  -18,444,000 

ＰＦＩ債務の返済による支出  -473,635,502 

ファイナンス・リース債務の返済による支出  -120,712,791 

小計  -4,250,592,371 

利息の支払額  -1,463,559,367 

財務活動によるキャッシュ・フロー  -5,714,151,738 

Ⅳ 資金増加額（又は減少額）   -13,193,681,831 

Ⅴ 資金期首残高 29,645,977,310 

Ⅵ 資金期末残高 16,452,295,479 
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１０．「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（平成15年7月知的財産戦略本部

決定）への対応状況等について 

①大学知的財産本部とＴＬＯが連携し各種方針・

ルールの策定等の機能強化を図る。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

各種方針・ルールの策定は完了し、大学のHPにて

公開している。ＴＬＯとの連携は現在(株)関西TLO

への業務委託を進めており、連携強化を図ってい

る。 

 

②社会貢献が研究者の責務であることを大学等に

おいて明確に位置付ける。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

本学においてはより広い意味で地球社会への貢献

を大学の基本理念として定め、産官学連携ポリシ

ー、知的財産ポリシー等で社会貢献について記載

している。 

 

③研究者の業績評価は研究論文等と並んで知的財

産を重視する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

研究者の年度末に提出する年次業務報告書に特許

について、申請有無の質問を設定している。 

 

 

 

④透明性・公正性に配慮した評価システムを構築

し学内に周知する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

法人化に先立ち設定した知的財産ポリシーにこの

ことを掲げ、大学HPへの記載、冊子の配布に加え

て年2回、キャンパスごと説明会を開催し周知をお

こなってきた。 

 

⑤発明に関する権利を承継し実施料収入を得た場

合の発明者個人に還元すべき金額の支払ルールを

明確化する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

発明規程において明確に配分ルールを定めている。 

 

 

 

 

 

⑥各大学の創意工夫に基づく特色ある大学知的財

産本部の整備・充実・強化を図る。 

■対応済   □ 対応できていない 

本学は3つのキャンパス、多岐に渡る学問分野に対

応するために、キャンパス別に、また学問分野は

理工農、メディカルバイオ、ソフトウェア・コン

テンツの3分野に分けて極め細かく対応している。 

 

⑦知的財産の創出・保護・活用に関する基本的考

え方を確立する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

知的財産ポリシーに記載・公開している。 

 

 

 

 

⑧産学官連携と知的財産管理機能を集中し産業界

からみた窓口の明確化を進める。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

産官学連携本部の事務局を担当する大学事務本部

の産官学連携課が産官学連携、知的財産、ベンチ

ャー支援に係る対外的な窓口としている。 

 

 

⑨知的財産の機関一元管理を原則とした体制を整

備する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

大学の知的財産ポリシーに記載するとともに、 

産官学連携センター知的財産室において一元管理

を行っている。 

 

 

⑩特許出願しない発明の研究者への還元や自らの

発明を異動先で研究継続できるような柔軟な措置

を講じる。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

法人化に先立ち設定した大学の知的財産ポリシー

から記載している。 
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⑪産学官連携ルール（営業秘密、共同研究による

知的財産の帰属等）や契約書の雛形などを整備し

外部に公表する。  

■ 対応済   □ 対応できていない 

学内外を対象にした説明会やHP等で公表している 

 

 

 

 

⑫企業と大学等の協議結果を踏まえた共同・受託

研究契約の締結ができるよう柔軟性を確保する。 

  ■ 対応済   □ 対応できていない 

発明規程や共同研究取扱規程、受託研究取扱規程

を改訂し、知財の取扱等について協議による柔軟

な契約締結を可能とすることとした。 

 

 

⑬起業する研究者の求めに応じた権利の移転や実

施権の設定を可能とする柔軟なルールを整備する。 

   ■ 対応済   □ 対応できていない 

法人化後はそのような方針で進めており、この方

針は知的財産ポリシーにも記載している 

 

 

 

⑭研究マテリアルの移転条件や移転手続きを定め

たルールの周知を図り、使用の円滑化を図る。               

■ 対応済   □ 対応できていない 

法人化に先立ち設定した大学の知的財産ポリシー

に記載するとともに、研究成果有体物取扱規程を

定めている。 

 

 

⑮発明者の明確化、共同研究成果の明確化等に資

する研究ノートの記載・管理方法について研究・

教育を実施し研究ノートの使用を奨励する。 

■ 対応済   □ 対応できていない 

医学分野など特定の研究分野で実施するとともに

企業との大型プロジェクト等において実施してい

る。 
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１１．現状に関するデータ 

①発明状況 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度  

 発明届出件数 １６９件 ５２４件 ４５３件 ３９２件 ３６３件

    ②特許取得及び管理状況                                                       

特許権（国内） １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

出願件数 ２９０件 ３３１件 ３１８件 ２２５件

登録(権利化)件数 ２件 １４件 １４件 ２０件

 

保有件数 ６０件 ６５件 ７８件 ９０件

    ③特許権（国内）のライセンス等収入 

実施許諾・譲渡 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

件数 ０件 １３件 ２３件 ３７件

件数（ＴＬＯ経由） ０件 ６件 １０件 ２０件

収入額 ０千円 9,246千円 16,334千円 23,454千円

 

 

 

収入額（ＴＬＯ経由） ０千円 3,046千円 9,033千円 11,641千円

    ④共同研究（国内）受入実績 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

受入件数 299件 378件 501件 635件 753件

 

 

受入額 1,327,414千

円

1,726,933千

円

2,157,043千

円

2,953,636千

円 

3,480,975千

円

    ⑤受託研究（国内）受入実績 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

受入件数 527件 607件 664件 706件 695件

 

 

受入額 6,161,347千

円

8,140,972千

円

9,282,207千

円

11,785,915千

円 

10,998,669千

円

    ⑥その他特色ある知的財産活動 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

外国企業との共

同研究件数/金額

外国企業との受

託研究件数/金額

外国企業への 

ﾗｲｾﾝｽ件数/金額 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1件 

12,329千円 

3件 

17,076千円 

- 

 

1件 

568千円 

7件 

33,966千円 

1件 

9,100千円 

1件 

617千円 

5件 

19,414千円 

2件 

13,059千円 

10件 

16,909千円 

     

 

研究成果有体物

関係収入 

著作物（プログラ

ム等）収入 

- 

 

- 

 

12,329千円 

 

5,380千円 

 

- 

 

12,329千円 

 

10,500千円 

 

6,458千円 

 

19,242千円 

 

12,968千円 

 

 


